
 

 

 

 

 

３１年３月上旬頃に規模事業者持続化補助金の公募開始が見込まれています。 

小規模事業者の経営を推進するため、経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓の取組を行う小

規模事業者に対して費用の２／３を補助するのが持続化補助金です。 

セミナーでは持続化補助金申請に向けた申請のポイント等についてご説明します。 

同補助金の活用を希望される方、または経営改善に取り組みたい事業者様は是非ご参加ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金活用セミナー受講申込票 

大井川商工会行き fax ０５４－６２２－２５７９ 

 

事 業 所 名  

受 講 者 名  

連絡先電話番号  FAX番号  

 

～開催要領～ 

受講対象者 ：小規模
※

事業者   
（※小規模事業者＝商業・サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 従業員 5人以下、 

    サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業・その他 従業員 20人以下） 

 

  日   時 ３月２８日（木）１９：００～２１：００ 

   

 開催場所 大井川商工会 商工業研修センター 

 講  師 中小企業診断士 織野 大輔 氏 

 参加費用 無料 

 申込締切 ３月１８日（月） 

 内  容 持続化補助金の公募要領・経営計画書の書き方（申請書記載ポイント）      

 

小規模持続化補助金 補助率：２／３ 補助上限：５０万円 

   （７５万円以上の補助対象経費に対して、５０万円を補助します。） 

   （７５万円未満の補助対象経費に対して、２／３を補助します。） 

  ※従業員の賃金引き上る取組・海外展開の取組については、補助上限１００万（予定） 

  〈取組例〉チラシ作成、ホームページ作成、商品パッケージの一新、商談会への参加 

店舗改装、機械装置等の導入、etc 

 

お申込み・お問い合わせ先  

大井川商工会 TEL０５４－６２２－０３９３ FAX０５４－６２２－２５７９ 

   下記申込書にご記入の上 FAXで大井川商工会へご返信ください 

  

    

小規模事業者持続化補助金活用セミナー 


